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平成23年度　青年部　役員名簿
部　　長　岡田　栄喜
副 部 長　西　　隆明　中谷　秀康
　　　　　細井　将守　岡田　　匠
　　　　　油井健太郎　山口　栄治
会　　計　畑　　秀明　森　　常宣
常任委員　遠田　和己　小寺　利夫
　　　　　白江　智昭　沖野　勇人
　　　　　越野　　翼　喜多　陽介
　　　　　山瀬　貴幸
監査委員　岸　　幸広　長柄　輝秋
相 談 役　長柄　　裕

平成23年度　女性部　役員名簿
部　　長　森　喜代子
副 部 長　津田　美幸　松田　京子
　　　　　山本　絹恵　喜多　征子
　　　　　竹多真由美
常任委員　岩本千恵子　岡部　孝子
　　　　　前田　信子　中田　和代
　　　　　荒木　明子　西垣　弘子
　　　　　山岸　澄子　大浜　美紀
　　　　　東元真由美　紺谷　悦子
　　　　　杉本　昌代　西　千鶴子
　　　　　別宗　妙子　北市志津枝
　　　　　金子和喜美　小川　絹代
　　　　　竹中　育子　多々見久美子
　　　　　今　外志子　早川まき子
　　　　　桜井　洋子
監　　査　松本　文子　大矢　和美
　　　　　東　美由紀

「I･Loveかほく市場」として
かほく市商工会繊維部会が

誕生!!
誕生!!

　
か
ほ
く
市
の
自
慢
の
出
来
る
産
業
の
一
つ
に
「
繊
維
産
業
」

が
あ
り
ま
す
。

　
二
年
前
、
道
の
駅
「
高
松
」
で
繊
維
製
品
展
示
即
売
を
始

め
ま
し
た
。
お
陰
様
で
好
評
で
い
ろ
ん
な
ご
意
見
、
ア
ド
バ

イ
ス
を
頂
き
私
た
ち
の
物
作
り
に
参
考
に
さ
せ
て
頂
き
、
こ

の
度
、
名
称
を
「
Ｉ
・
Ｌ
ｏ
ｖ
ｅ
か
ほ
く
市
場
」
と
改
め
新

商
品
の
開
発
と
、
繊
維
業
界
の
活
性
化
を
図
り
、
全
国
へ
発

信
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
商
品
も
増
や
し
売
場
面
積
も
増
や
し
、
繊
維
業
者
の
一
致

団
結
を
確
認
し
ま
し
た
の
で
、
今
後
皆
様
に
末
永
く
ご
愛
顧

賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　
「
Ｉ
・
Ｌ
ｏ
ｖ
ｅ
か
ほ
く
市
場
」
は
、
か
ほ
く
市
商
工
会

の
ア
ン
テ
ナ
シ
ョ
ッ
プ
で
も
あ
り
、

全
国
の
ユ
ー
ザ
ー
に
直
接
提
案
す

る
基
地
と
し
て
活
躍
し
て
参
り
ま

す
。

　
ゴ
ム
紐
、
テ
ー
プ
、
Ｔ
シ
ャ
ツ
、

健
康
バ
ン
ド
、
ス
ト
ラ
ッ
プ
、
カ

ー
テ
ン
レ
ー
ス
、
そ
の
他
可
愛
ら

し
い
グ
ッ
ズ
を
販
売
し
て
い
ま
す
。

　
看
護
大
学
イ
ン
タ
ー
の
横
で
す
。

是
非
一
度
、
お
越
し
い
た
だ
き
ま

す
よ
う
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上

げ
ま
す
。

道の駅 高松は､一般道からも来れます｡
上り線下り線両方に店があります。
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本線の
トンネル手前
約50ｍを右折
して下さい

グランド
ゴルフ場

至 羽咋至 宇ノ気
国道 159看護大信号

看護大

店内店内

※詳しくは、かほく市産業建設部産業振興課
　　　　　　　　　　　　TEL 076-281-3921まで

かほく市商工業振興施策のご案内
１．企業立地対策
　かほく市への企業立地に対して、かほく市商工業振興条例による助成制度が
あります。
【制度の概要】
　市内の特定地域において用地を取得し、工場もしくは事業所の新設または増
設などに対して、投資額の５％以内(上限は１億円)で助成金の交付などの助成
措置を受けることができます。
　※立地要件に応じて用地面積や投資額などの条件が異なります。
　※事業開始前に所定の手続きにより、助成措置適用の認定を受ける必要があ
　　ります。

２．国際標準化機構(ISO)規格認証取得支援制度
　ＩＳＯ9000シリーズまたは14000シリーズのすべてにおいて認
証登録を受ける際に、審査登録機関に支払った審査登録料に相当
す額(限度額30万)を助成します。ただし、１事業者につき１回の
利用に限ります。

３．中小企業新製品開発等奨励制度
　石川ブランド優秀新製品に認定され、かつ、金賞に認定された
製品を開発した事業者に対し、奨励金10万円を交付します。

６．中小企業経営革新助成制度
　市内に本社を有し、引き続き６箇月以上同一事業を営んで
いる事業者で、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法
律第９条の規定による経営革新計画を作成し、知事又は経済
産業大臣の承認を受けた事業者に対し、10万円を助成します。

４．中小企業設備投資促進助成制度
　(社)石川県鉄工機電協会または(財)石川県産業創出支援機構の
設備貸与制度による設備貸与をうけており、市内で１年以上同一
事業を営んでいる事業者に対し、貸与料等のうち貸与利率の２％
相当（限度額60万円）を３年間助成します。

８．創業者支援事業補助金制度
　市内に在住し、かつ市内に事業所及び事務所を有して創
業する者で、指定する創業者支援融資制度を利用した場合、
借入利率の１％に相当する額（借入限度額１千万円）を２
年間補給します。また、創業に係る初期投資額の20％に相
当する額（限度額50万円）も補助します。

７．緊急経営安定支援利子補給制度
　市内に住所又は事業所若しくは事務所を有し、１年以上同一事
業を営んでいる事業者であり、石川県経営安定支援融資のうち緊
急経営安定支援分の融資をうけ、平成 20年 10月 31日から平成
23年３月 31日までの期間に借入れを実行した１回の資金に対し
て、借入利率のうち１％に相当する額(借入れの限度額４千万円)
を２年間補給します。

５．中小企業特許権取得促進助成制度
　特許権の出願審査請求にかかる１件あたりの納付すべき手
数料のうち２分の１以内の額（限度額10万円)を助成します。


